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令和５年 第８回九重町農業委員会 議事録 

 

＜日 時＞：令和５年８月４日（金）１３：３０～ 

＜場 所＞：九重町役場  ２階 庁議室 

 

＜出席委員＞ 

農業委員 

   １番：穴井 勲   ２番：矢方 盛士 ３番：小田稲次郎 ４番：佐々木清和  

５番：佐々木洋子 ７番：佐藤 栄一 ８番：田吹 博史 １０番：飯田祥治朗   

１１番：手島政弘            

    

                                                             

推進委員 

１２番：多田 貫綠  １５番：森  義美 １８番：熊谷 厚己 １９番：田中卓一郎 

２０番：時松美智雄  ２１番：佐藤 暁史  ２３番：田吹正利 

                                                              

 ＜事務局出席者＞ 

事務局長：藤野 匡宏 リーダー：若杉美紀  副主幹：梅野 雄介 

 

＜開会あいさつ（事務局）＞ １３時３０分～ 

 

＜委員出欠状況報告（事務局長）＞ 

   出席委員  （農業委員）： ９名 （農地利用最適化推進委員）： ７名 

   欠席委員  （農業委員）： ２名 （農地利用最適化推進委員）： ５名 

  

＜会長あいさつ＞ 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

それでは、議事録署名委員さんに７番委員さんと８番委員さんにお願

いします。また、発言に関しては挙手をして番号と名前を言ってお願

いします。携帯は、電源を切るかマナーモードでお願いします。議事録

署名委員さんに７番委員さん８番委員さんで異議ございませんか。は

い。異議なしと認めます。 

１ページの報告第１６号農地法第３条の３第１項の規定による届け出

について事務局より説明お願い致します。 

議案書の訂正をお願いします。３ページと４ページに上がっておりま

す番号３番の削除をお願い致します。 



2 

 

 

 

 

議   長 

 

 

１０番委員 

１５番委員 

１０番委員  

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９番委員 

議   長 

 

２ 番 委 員 

１９番委員 

議   長 

 

議案書の１ページをお開きください。報告第１６号農地法第３条の３

第１項の規定による届け出が２件ありましたので受理いたしました。

内容についてはご一読ください。 

議案第３０号農地法第５条の規定による許可申請に対する意見につい

てですが、私が当事者になりますので退席します。あとは、副会長の飯

田さんにお願いします。 

担当委員さんの説明を聞きましょう。１５番森さん。 

〔担当委員より現地調査の結果を〕報告 

担当委員さんから説明がありましたが、何か質問がありますか。実は

○○さんは○○の職員で狭間に住んでいるのですが、こっちに帰って

来るので良いことではないかという気がしますが質問はないですか。

なければ賛成の方は挙手をお願いします。全員賛成という事で承認さ

れました。 

先月第７回委員会第５条申請で○○の所が保留でしたが、その案件に

ついて事務局より説明をお願いします。 

〔事務局より現地調査の結果を〕報告 

事務局より説明がありましたが、大きな河川ではないですが三方コン

クリートブロック張りの川が案件に隣接しており、計画では１.５ｍ埋

め上げることになっているがその方法を確認できないので保留にして

いましたが、先月の１０日に現地確認をしました。河川のコンクリ天

端から１.５ｍから２ｍ位車が通行できる幅を開けて、それから１.５ｍ

埋め上げをしますとの事でした。申請人対して、土羽付では大雨が降

れば危険なので、崩壊しないような策を講じてくださいとお願いして

います。 

保留案件なので、採決を行います。賛成の方は挙手をお願いします。 

ありがとうございます。承認致します。 

引き続いて、議案３１号農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集

積計画の承認について（所有権）ですが、事務局からの説明は省略し

て、担当委員さんから説明お願いします。１９番さんお願いします。 

〔担当委員より現地調査の結果を〕報告 

はい。有難うございました。何か質問のある方は挙手をしてお願いし

ます。 

番号２番は買い手が２名となっているがどう分けているのか。 

○○番が○○さんで、下の２つが○○さんです。 

他に質問ありませんか。ないようでしたら、番号１番２番について、承

認される方は挙手をお願いします。全員賛成と言うことで承認されま
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 した。本日の案件は以上でございます。 

 


